
議案第２３号

長久手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

長久手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるも

のとする。

令和７年２月２０日提出

長久手市長 佐藤有美

説 明

この案を提出するのは、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納

付金課税額を改めることに関し、長久手市国民健康保険税条例の一部を改正す

るため必要があるからである。
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別紙

長久手市条例第 号

長久手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

長久手市国民健康保険税条例（昭和４０年長久手村条例第１０号）の一部を

次のように改正する。

改正後 改正前

（国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の所得割額）

（国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の所得割額）

第３条 前条第２項の所得割額は、賦

課期日の属する年の前年の所得に

係る地方税法（昭和２５年法律第２

２６号。以下「法」という。）第３

１４条の２第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合計額

から同条第２項の規定による控除

をした後の総所得金額及び山林所

得金額の合計額（以下「基礎控除後

の総所得金額等」という。）に１０

０分の７．３７を乗じて算定する。

第３条 前条第２項の所得割額は、賦

課期日の属する年の前年の所得に

係る地方税法（昭和２５年法律第２

２６号。以下「法」という。）第３

１４条の２第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合計額

から同条第２項の規定による控除

をした後の総所得金額及び山林所

得金額の合計額（以下「基礎控除後

の総所得金額等」という。）に１０

０分の６．７５を乗じて算定する。

２ （略） ２ （略）

（国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の所得

割額）

（国民健康保険の被保険者に係る

後期高齢者支援金等課税額の所得

割額）

第６条 第２条第３項の所得割額は、

基礎控除後の総所得金額等に１０

０分の２．７２を乗じて算定する。

第６条 第２条第３項の所得割額は、

基礎控除後の総所得金額等に１０

０分の２．７０を乗じて算定する。

（介護納付金課税被保険者に係る （介護納付金課税被保険者に係る
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ この条例による改正後の長久手市国民健康保険税条例の規定は、令和７年

度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和６年度分までの国民

健康保険税については、なお従前の例による。

所得割額） 所得割額）

第８条 第２条第４項の所得割額は、

介護納付金課税被保険者に係る基

礎控除後の総所得金額等に１００

分の２．２１を乗じて算定する。

第８条 第２条第４項の所得割額は、

介護納付金課税被保険者に係る基

礎控除後の総所得金額等に１００

分の２．２８を乗じて算定する。
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議案の概要

１ 改正の趣旨

この条例は、基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税

額を改めることに関し、長久手市国民健康保険税条例の一部を改正するもの

です。

（背景・目的）国民健康保険事業の健全な運営を図るため、基礎課税額、

後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額を改めるものです。

２ 改正の内容

⑴ 基礎課税額を改めること。（第３条関係）

⑵ 後期高齢者支援金等課税額を改めること。（第６条関係）

⑶ 介護納付金課税額を改めること。（第８条関係）

３ 今後の影響

条例の改正により、国民健康保険被保険者１人あたりの負担額が約４，１

９９円増加することが見込まれます。

４ 附則について

⑴ この条例は、令和７年４月１日から施行するものとします。

⑵ 新条例の規定は、令和７年度以後の年度分の国民健康保険税について適用

し、令和６年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるも

のとします。
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